
課題共有会議及び第１回調査･検討部会の実施結果について（報告）

資料１
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11/11実施

10/28実施 参考：生徒会サミット等

参考：8月、2月に実施参考：各館にて随時実施



課題共有会議（１０月２８日実施）出席者（敬称略）

会議 役職 氏名

１ 子どもの権利委員会 委員長 森田 明美

２ 子どもの権利委員会 副委員長 佐藤 亜樹

３ 子どもの権利委員会 委員 高石 啓人

４ 子どもの権利委員会 委員 中 智美

５ 児童福祉審議会 委員長 松原 康雄

６ 子ども・若者・子育て会議 会長 加藤 悦雄

７ 子どもの権利擁護機関 代表擁護委員 平尾 潔

８ 子どもの権利擁護機関 擁護委員 安部 芳絵

９ 子どもの権利擁護機関 擁護委員 上田 美香
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課題共有会議で出た「テーマ」に関する意見①

〇子どもの権利委員会は子ども、若者、市民と専門委員で構成されるので、
これらの人たちがわがこととして検討が必要とする課題を取り上げる。
また設置後、初めての期であることから委員会で議論しやすく、調査検討の
しやすさ、行政や現場の理解と取り組みへの協力が得やすいなどの条件を考
慮する必要がある。

○子どもの権利条例の広報。子どもの権利を子どもたちに実感を伴う形で伝
えていくにはどうしたらよいか。大人たちも子どもの権利に向き合う姿勢を
改善してもらう必要がある。学校以外にも、子どもの権利を学び、考えるこ
とができる場が必要。

○子どもに関わる職員・教員などの人材育成。子どもの権利に関する深い理
解を支援者がもつにはどうしたらよいか。
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課題共有会議で出た「テーマ」に関する意見②

○子どもの権利条例は、第４章に１０個の政策を位置付けており、この中か
らテーマを決めるという方法もあると思う。

（参考）世田谷区子どもの権利条例 第４章 基本となる政策
①第１５条 子どもが参加・参画できる機会の確保と意見や思いの尊重
②第１６条 子どもの居場所づくり
③第１７条 虐待の予防など
④第１８条 いじめや差別の予防など
⑤第１９条 貧困などの対策
⑥第２０条 健康と環境づくり
⑦第２１条 子どもの権利学習の支援
⑧第２２条 子育て支援ネットワークの形成
⑨第２３条 人材育成
⑩第２４条 普及啓発
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課題共有会議で出た「テーマ」に関する意見③

〇おとな（保護者、地域の人、専門家など）の子どもの権利や条例の理解度と子ど
もの権利や条例を深め広げるための取り組みはどのようになされているか。

○子どもの権利が保障されるための、教育分野と行政の連携について。

○子どもの自殺の問題。区の一つの機関だけで解決できない大きな問題。生きると
いう基本的なこと。子どもの自殺予防の取組みは十分なのかという点。

○テーマに基づく調査・評価・検証を経て作成する、子どもの権利委員会の「提言
書」は、できていないことを批判するものではなく、提言を受けた人が励まされた
り、元気づけられたりするような内容にしてほしい。

○乳幼児期の意見表明できない子どもたちや、障害などで自分で意見表明が難しい
子どもたちなどからも意見を聴くことが必要。
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調査・検討部会 構成メンバー（敬称略）

役職 氏名 委員区分

１ 部会長 森田 明美 学識経験者

２

委員

佐藤 亜樹 学識経験者

３ 高石 啓人 学識経験者

４ 中 智美 学識経験者

５ 安藤 毅 区民

６ 渡部 千尋 区民
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調査・検討部会に向けた若者委員からの「テーマ」に関する意見

〇子どもの権利条例の周知
（子ども権利条例の事を知らない同級生がほとんどだから）

〇子どもの意見表明権の保障と、安心して過ごせる居場所づくりの推進

○具体的なテーマの例
①学校内での子どもの権利の保障
・学校での権利の保障について
・子どもの権利について学ぶ機会の確保
②居場所づくりの支援
・放課後・地域の多様な居場所の充実（第三の居場所の推進）
・障害や外国ルーツ等、多様性に対応した場の確保
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第１回調査・検討部会で出た「テーマ」に関する意見①

部会で出た主なキーワード

子どもや若者委員の意見を出発点として
子どもも大人も、子どもの権利条例を知らないということを

ベースに
適度な抽象度・普遍性（個別事例に入り込まない）

けれども、具体性を持ったわかりやすい権利の実態として
ある程度焦点を絞って、優先順位を考える

8



第１回調査・検討部会で出た「テーマ」に関する意見②

○２年間の検討期間の中で、委員会としても子どもたちも声を
あげてよかったと思える、小さく、簡単なことでも良いので、
施策・取組み等に反映できるものが良い。

○（若者委員よりいただいた、まわりの子どもたちが子どもの
権利条例のことを知らないという意見を受けて）子どもの権利
条例を子どもたちが知らないということをベースにすると、誰
も傷つけないし、条例を知ってもらえる機会ともなるので良い。
何よりも子どもの意見に基づくテーマがいいのではと感じた。
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第１回調査・検討部会で出た「テーマ」に関する意見③

○テーマは、子どもの意見から出発するのがいいと思う。

○権利を学ぶ、知ることがスタートになる。

○子どもの権利の認知度というより、具体的な権利実態、生活
の場面に近づけたテーマにした方が権利の質の部分に近づくの
ではないか。
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第１回調査・検討部会で出た「テーマ」に関する意見④

○若者委員がモチベイトされるテーマが世間一般にもわかりや
すいのではないか。

○子どもの権利というより、子どもにかかわっている大人たち
が、もっと具体的な子どもの意見と表現の参加をどう考えてい
るかなど、テーマを絞った方が違いもわかりやすい。適度な抽
象度が必要。条例の項目から選んでもいいと思った。

○現実、具体の話から始めるといいのではないか。
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第１回調査・検討部会で出た「テーマ」に関する意見⑤

○子どもの権利条例のことを知っているか知らないかだと抽象
度が上がってしまう。それであれば焦点を絞って権利をどれか
にして子ども・若者たちに聞いて理想と現実のギャップを知る、
イメージをつかみやすくするのではないか。

○子どもだけでなく大人も子どもの権利を知るところから必要
という焦点を示し、それをテーマとして扱っていくにあたって
どう具体性を示すかは議論の余地があるのではないか。

12


	スライド 1
	スライド 2
	スライド 3
	スライド 4
	スライド 5
	スライド 6
	スライド 7
	スライド 8
	スライド 9
	スライド 10
	スライド 11
	スライド 12

